[image: ]都城きりしま支援学校（小学部・中学部）への入学・転学についてこの期間に、ご連絡ください。

　☆実施期間：６月～１１月



学校見学
　・　授業の様子や施設設備の見学
　・　学部の教育課程の説明

教育相談
　・　障がいの状況の確認
　・　生育歴や生活状況等の聞き取り
　・　本校でできる指導や支援についての説明と協議

体験登校・授業体験（必要に応じて）
　・　本人の状況に合わせて、体験の内容や期間を決定し実施

報告
在籍する学校

・　本人の状況に適しているかどうかの再検討
＊１１月末までに決定します。
就学先の決定
総合的な判断
・　本人・保護者の意向の確認
・　就学する場としての適性等について検討
＊市町村教育委員会と本校の両方へ相談をお願いします。

就学相談
　・　障がいの状況の確認
　・　入学・転学希望の理由の確認
　・　校内委員会での協議内容の確認
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なお、高等部への入学は、高等部入学検査により決定します。
　　特別支援学校への就学は、学校教育法施行令第２２条の３によって障がいの程度が定められています。
就学の決定は、総合的に検討を重ね、最終的に市町村教育委員会が行います。
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